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国保 国民健康保険の加入・脱退には届出が必要です
●問い合わせ　役場健康保険課　国保・医療係　☎096（293）3114

国民健康保険制度が変わります
国 保 加 入 中 の 皆 さ ん へ

●問い合わせ　役場健康保険課　国保 ･医療係　☎ 096（293）3114

平成30年
４月１日から

　国民健康保険制度（以下「国保」）が抱える全国的な課題として、加入
者の年齢構成が高くなっていることや高度な医療技術の普及などによ
り、保険給付費が増え続けているため、国保の財政運営は厳しい状況が
続いています。
　このような状況を踏まえ、国は国保を市町村だけで運営することが
困難と判断し、平成30年度から都道府県が財政運営の責任主体となっ
て市町村と一緒に国保を運営することになりました。被保険者の皆さ
んへの影響を紹介します。

町単独運営から県と町の共同運営へ

これからの保険税について 私たちにできること
　これまでは、町が医療給付費を推計し保険税負担額を決定してきました。平成30年度
以降は、毎年、熊本県が算定する標準保険税率を参考にして、町が保険税を決定します。
　標準保険税率は、県内市町村のそれぞれの医療費水準や所得水準をもとに計算します。
そのため、医療費が少ないと判断された市町村は標準保険税率が低くなります。
　つまり、町全体で医療費を抑制することが保険税の負担軽減につながります。①特定
健診の年１回受診、②ジェネリック医薬品の利用、③頻回受診・重複受診を控える、④健
康づくりの活動に積極的に参加するなどの取り組みを進め、私たちで保険税を削減しま
しょう。

○被保険者証の様式と有効期限
　今月、対象の皆さんに送付される新しい被保険者証からは「熊本県」が追加されるなど一部の記載が変わります。
　また、有効期限がこれまでの「３月31日」から「７月31日」に変更されます（今回に限り、通常１年間の有効期間が
１年４カ月間になります。平成30年４月１日から平成31年７月31日まで）。

○資格の取得・喪失が県単位に
　県内の住所変更であれば、加入者資格は継続されるようになります（転居先で新しい被保険者証が交付されます）。

○高額療養費の多数回該当のカウント方法
　多数回該当とは、１年間に高額療養費の支給が４回以上ある場合、自己負担額が軽減される制度です。こ
れからは、県内の市町村に転出した場合でも転出前と同じ世帯であることが認められるときは、回数が通算
されます。

「これから変わること」

○医療機関への受診方法
　保険証を提示することで受診できます。70歳～74歳の人は、保険証以外に高齢受給者証も必要です。

○届出や申請の窓口、保険税の納付
　加入、脱退に関する届出や限度額適用認定証、高額医療費などの各種申請手続きは、役場窓口でできます。
また、保険税の納付方法もこれまでどおりで変更ありません。

○保健事業
　特定健診などの保健事業は町が実施します。

「これまでと変わらないこと」
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例 届出に必要なもの

国
保
加
入

他の市町村から転入してきたとき
（職場の健康保険に加入していない場合） 個人番号カードまたは個人番号通知カード、転出証明書、印鑑

職場の健康保険をやめたとき
（扶養からはずれたとき）

個人番号カードまたは個人番号通知カード、健康保険資格喪失証明書
や離職票など（誰がいつ、どの健康保険を退会したかがわかる証明
書）、印鑑

国
保
脱
退

他の市町村に転出するとき 個人番号カードまたは個人番号通知カード、国民健康保険証（全員分）、
印鑑

職場の健康保険に加入したとき
（扶養に入ったとき）

個人番号カードまたは個人番号通知カード、国民健康保険証（全員分）、
職場の健康保険証（全員分）、印鑑
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